
  

除細動器仕様書 

 
１ 品  名 

除細動器 

 

２ 数量及び構成 

一式 

［構成内容］ 

メーカー 品名 規格 数量 

日本光電 デフィブリレータ TEC-5631 2 

日本光電 バッテリーパック NKB-301V 2 

日本光電 架台 KD-561V 2 

日本光電 バスケット DI-831V 2 

日本光電 ＳＤメモリーカード QM-002D 2 

日本光電 外部心電図入力ケーブル（特注） AA-17036-0 6 

日本光電 外部心電図入力ケーブル L154 3 

日本光電 使い捨てパッド 成人・小児・乳幼児共通 H329 4 

日本光電 使い捨てパッド TEC用乳児１歳未満 H330 2 

日本光電 小児用電極  ND-844V 4 

日本光電 内用パドル 25mm ND-892V 2 

日本光電 内用パドル 35mm ND-893V 2 

日本光電 内用パドル 45mm ND-894V 2 

日本光電 内用パドル 55mm ND-895V 1 

日本光電 内用パドル 75mm ND-897V 1 

日本光電 心電計用記録紙エバートレース（10巻） A128 1 

日本光電 デフィブリレータ用ペースト（2本） F015A 1 

日本光電 除細動レポート表示ソフトウェア QP-551V 1 

 

３ 設置、保守、その他  

(１) 設置にあたり、当院が用意した一次側設備以外に必要な改修工事等があれば当院担当

職員と協議の上で落札者において施行すること。  

(２) 本調達に伴う撤去、搬入、据付、配線、配管及び運転調整（オンライン接続等を含む）



  

については、当院担当職員と事前協議の上で落札者において施行すること。  

(３) 機器の搬出・搬入のためのルート確保、養生等は落札者が実施すること。 

(４) 障害時において、復旧のための通報を受けてから、速やかに現場で対応できる体制であ

ること。 

(５) 本機器の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。 

(６) 納入後１年間は、無償で保守作業を実施すること。 

(７) 取り扱い説明に関する導入時の教育訓練を当院担当職員に十分に行うこと。取り扱い説

明、教育訓練の実施に関する日程調整や回数については、当院担当職員と協議し決定す

ること。  

(８) 導入機器の日本語版の取扱説明書を 1部備えること。また、取扱説明書を PDFファイ

ル形式化したものも提供すること。  

(９) 導入された機器の動作を判断するため、落札者が正常に動作することを示し、当院担当

職員の承認を得た上で引き渡すこと。 

(１０) その他定めのない事項については、当院担当職員と協議のうえ、その指示に従うもの 

とする。 

以上 


